
 

 

平成２５年度広島市立広島特別支援学校高等部入学者選考実施要項(抜粋) 

広島市立広島特別支援学校 

                                   〒７３４－００１３       

                                                            広島市南区出島四丁目１番１号

                           TEL（０８２）２５０－７１０１ 

FAX（０８２）２５０－７１０２  

                                        

１ 募集学科・学年            

(1)  普通科（職業コースを除く。）  第１学年 

(2)  普通科職業コース 第１学年 

 

２ 入学定員 

(1)  普通科（職業コースを除く。） 若干名とする。 

(2)  普通科職業コース １６人(２学級) 

 

３ 出願に係る就学区域 

  志願者の保護者の住所（保護者が法人である場合にあっては、主たる事務所の所在地）が、広島市域のうち中区、

東区、南区、西区、安芸区にある者は出願することができる。 

 (注) 保護者とは、未成年の者についてはその親権者又は未成年後見人（親権者又は未成年後見人に事故等のやむを

得ない事由があるときは、その代理人）、成年の者についてはその保証人をいう。 

    

４  出願資格 

(1) 学校教育法施行令第２２条の３に該当する知的障害者であって、かつ、次のア又はイのいずれかの条件を満たし

ていること。ただし、高等学校卒業者は志願することはできない。 

  ア 普通科（職業コースを除く。）  

     (ア)  平成２５年３月に特別支援学校中学部卒業見込みの者又は特別支援学校中学部を卒業した者 

    (イ)  平成２５年３月に中学校卒業見込みの者又は中学校を卒業した者 

(ウ)  学校教育法施行規則第９５条各号のいずれかに該当する者又は平成２５年３月に同条第１号若しくは第２

号に規定する課程を修了する見込みの者 

  イ 普通科職業コース 

  前記アの(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する者のうち、公共交通機関等を利用して自力で通学することが見

込める者 

(2)  就学義務猶予免除者については、「７ その他」に記すとおりとする。 

 

５  出願の手続 

    出身学校長は、次の書類を取りそろえて提出すること。           

(1)  出願書類 

    ア 入学願書（様式第１号－１：志願者若しくは保護者が作成） 

    イ 志願者名簿（様式第７号－１、２：出身学校長が作成） 

    ウ 調査書（市特支－様式第１号：出身学校長が作成） 

  エ  個人記録票(市特支－特別支援学校が別に定める書類：保護者が作成） 

  オ 普通科併願届（様式第１号－２：普通科職業コースを志願する者若しくは保護者が作成） 

  カ 志願者の写真１枚（３×４ｃｍ縦長で肩から頭頂部まで写っているもの。帽子の着用不可。写真の裏には出身

学校名と志願者氏名を必ず明記すること） 

キ その他必要書類 

(2)  出願期間 

   平成２４年１２月２１日（金）から１２月２７日（木）の午後４時までとする(土、日、祝日を除く)。 

 ただし、郵送の場合は、１２月２１日（金）から１２月２６日（水）の午後４時までに必着のこと。 

(注) 本校中学部以外からの出願に当たっては、本校が実施する入学相談を必ず受けていることを前提とする。 

(3)  出願方法 

ア  提出先 

〒７３４－００１３  広島市南区出島四丁目１番１号 

広島市立広島特別支援学校 



  

    (ア)  郵送の場合 

必ず簡易書留郵便とし、｢校長宛親展・入学願書在中」と朱書すること。 

その際、出身学校長は、送付後、電話により速やかに特別支援学校長に送付した旨の連絡を行うこと。 

   (イ)  持参の場合 

     次の受付時間内に提出すること。 

     午前：９時３０分から１２時   午後：１時から４時 

   

６ 入学者選考 

 (1) 入学者選考の日時 

   ア 普通科 

平成２５年２月６日（水）の午前又は午後 

    (注) 当日の指定時間は、志願者及び保護者を同一時間とし、出願書類受付期間終了後、出身学校長には「高等部

入学者選考の日時について」により、志願者には出身学校長を経由して｢入学者選考受付票」により通知する。 

  イ 普通科職業コース 

    平成２５年２月５日（火）  

志願者：午前１０時から午後４時１５分（受付 午前９時２５分から９時５５分）  

    保護者：午前１０時から１１時５０分 （受付 午前９時２５分から９時５５分） 

(2) 選考の方法・内容 

ア 場所 

     広島市立広島特別支援学校 

  イ 内容 

(ア)  普通科（職業コースを除く） 

志願者：学力検査(国語・数学：１０分)、集団面接(１０分)、諸調査(集団参加・社会性・運動等) 

        保護者：面談（個人面談、スクールバス面談、事務手続き等）  

     (イ)  普通科職業コース 

志願者：学力検査(国語、数学各５０分)、作業・運動能力検査(５０分)、集団面接(３０分) 

保護者：面談（個人面談、スクールバス面談、事務手続き等） 

    (注) 志願者の昼食は持参。昼食会場は校内に準備し、校外への外出は不可とする。 

ウ 携行品 

    入学者選考受付票、運動着(志願者)、上靴（志願者）、受検票、弁当、水筒、筆記用具、１５cm程度の定規(下

線部は職業コース志願者のみ) 

    (注) 計算機及び計算機能付きの腕時計の持込は不可とする。 

(3) 選考結果の通知 

  ア 選考結果の発表期日 

  平成２５年２月１４日(木) 

イ 選考結果の通知方法     

本校敷地内へ午後４時から午後５時の間、掲示する。受検者のうち、本校中学部を卒業見込みの者又は卒業し

た者は本人に、その他のものは出身学校長を経由して、本人へ通知する。また、本校のホームページへは午後２

時４０分に掲載する。(特別支援学校ホームページ：http://www.hiroshimayogo.edu.city.hiroshima.jp/) 

 

７ その他 

(1) 就学義務猶予免除者の出願資格について 

   学校教育法施行令第２２条の３に該当する知的障害者であって、次のア又はイのいずれかの条件を満たす者が出

願できる。 

    ア 学校教育法施行規則第９５条第４号に規定する就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則により、中学

校又は中学部を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者 

    イ 学校教育法施行規則第９５条第５号の規定により、入学しようとする学校において、中学校又は中学部を卒業

した者と同等以上の学力があると認めた者 

        なお、本規定イによって出願しようとする場合、出願前に当該者又は保護者は、就学義務猶予免除者であるこ

とを証明するものを提出するとともに、本校で入学相談を受けること。 

(2)  過年齢者の入学について 

      ｢過年齢者の入学許可基準」に基づいて、入学の可否を判断する。 


